
　

市
長
と
教
育
委
員
会
が
、円
滑
に
意
思

疎
通
を
図
り
、教
育
の
課
題
や
め
ざ
す
姿

な
ど
を
共
有
し
な
が
ら
、連
携
し
て
効
果

的
に
教
育
行
政
を
推
進
し
て
い
く
た
め
、

総
合
教
育
会
議
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時

5
月
23
日
㈭　
午
後
3
時
〜

▼
場
所　
市
役
所　
5
階
大
会
議
室

▼
内
容　
第
３
期
教
育
大
綱
の
策
定
に
向

け
て

▼
傍
聴　
定
員
先
着
15
名

問
（市）
企
画
政
策
課
企
画
政
策
係

教育

令
和
6
年
度
第
1
回
総
合
教
育
会
議
を
開
催

▲ ホームページ
　はこちら

相　
　
談

人
権
の
目

子
育
て

募
集・採
用

健　
　
康

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

催　
　
し

教
室・講
座

教
室・講
座

施　
　
設

　

市
内
の
認
定
こ
ど
も
園
が
個
別

ブ
ー
ス
を
設
け
、現
役
の
保
育
教
諭

が
園
の
特
色
の
紹
介

や
説
明
な
ど
を
行
う

就
職
フ
ェ
ア
を
開
催

し
ま
す
。
ぜ
ひ
参
加

し
て
く
だ
さ
い
。

　
▼
日
時　
5
月
12
日
㈰　

　
　
　
　
　
午
後
1
時
30
分
〜
4
時

▼
場
所　
神
戸
国
際
会
館　

　
　
　
　
　
９
階
大
会
議
室

▼
対
象　
保
育
教
諭
と
し
て
就

      

職
を
希
望
す
る
方

問　
（市）（市）
教
育・保
育
課

教
育・保
育
課 

指
導
係

指
導
係

●
呑
吐
ダ
ム
の
放
流
演
習

　
　
出
水
期
に
備
え
、ダ
ム
の
管
理
演

　
習
を
実
施
し
ま
す
。
当
日
は
、河
川

　
沿
い
に
あ
る
呑
吐
ダ
ム
放
流
警
報
局

　
舎
の
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
ま
す
。

　
　
な
お
、演
習
の
た
め
ダ
ム
か
ら
の

　
放
流
は
行
い
ま
せ
ん
。

▼
日
時

5
月
9
日
㈭

　
　
　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
1
時
頃

　
▼
サ
イ
レ
ン
の
使
用
箇
所　
呑
吐
ダ

　
　
ム
下
流
か
ら
別
所
町
正
法
寺
ま
で

●
呑
吐
ダ
ム
の
事
前
放
流

　
　
呑
吐
ダ
ム
で
は
、6
月
1
日
か
ら

10
月
31
日
の
間
に
大
雨
が
予
想
さ
れ

　
る
と
き
、ダ
ム
下
流
河
川
の
洪
水
被

　
害
の
防
止・軽
減
を
目
的
と
し
て
、

　
ダ
ム
の
貯
水
容
量
を
確
保
す
る
た

　
め
、事
前
放
流
を
実
施
し
ま
す
。

　
　
事
前
放
流
は
、ダ
ム
の
放
流
管
か

　
ら
放
流
す
る
も
の
で
、河
川
の
急
激

　
な
水
位
上
昇
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

　

徐
々
に
河
川
水
位
が
上
昇（
50
㎝

　

程
度
）す
る
の
で
、注
意
し
て
く
だ

　
さ
い
。
な
お
、放
流
警
報
局
舎
の
サ

　
イ
レ
ン
は
鳴
ら
し
ま
せ
ん
。　
　

問
加
古
川
水
系
広
域
農
業
水
利
施
設

加
古
川
水
系
広
域
農
業
水
利
施
設

　

 

総
合
管
理
所

総
合
管
理
所

      

☎
8
7

☎
8
7ｰー

3
3
2
1

3
3
2
1　
　
　
　

　

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
、受
け

取
り
、電
子
証
明
書
の
更
新
、暗
証
番
号

の
再
設
定
な
ど
の
際
に
は
、予
約
シ
ス
テ

ム
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
申
し
込
む
場
合
は
24
時
間
い
つ

で
も
予
約
が
で
き
ま
す
。

▼
予
約
方
法　

　
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、市
民
課
ま
た

　
は
吉
川
支
所
市
民
生
活
課
に
電
話
で

　
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
予
約
が
で
き
る
期
間　

　
　
申
込
日
の
2
日
後（
閉
庁
日
を
除

　
く
）か
ら
30
日
後
ま
で

・窓
口
で
手
続
き
に
か
か
る
時
間
は
、新
規

申
請
は
約
20
分
、交
付
・
電
子
証
明
書
の

更
新
は
約
15
分
で
す
。

・毎
月
第
２
土
曜
日
の
午
前
中
は
手
続
き

が
で
き
ま
す（
本
庁
の
み
）。

・各
市
立
公
民
館
で
も
新
規
申
請
が
で
き

ま
す（
公
民
館
に
電
話
で
要
予
約
）。

・郵
便
局
で
も
新
規
申
請
が
で
き
ま
す（
予

約
は
で
き
ま
せ
ん
）。

問
··
・・

（市）（市）
市
民
課

市
民
課 

市
民
係

市
民
係 

     
··

（市）（市）
吉
川
支
所

吉
川
支
所 

市
民
生
活
課　

市
民
生
活
課　

　
大
掃
除
に
出
る
ご
み
は
分
別
し
て
、次
の

場
所
に
直
接
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。
直
接

搬
入
の
場
合
は
、指
定
ご
み
袋
以
外
の
透
明

ま
た
は
半
透
明
の
袋
で
も
利
用
で
き
ま
す
。

▼
搬
入
場
所

　
・清
掃
セ
ン
タ
ー

　
・吉
川
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
（
可
燃
ご

み
の
持
込
は
で
き
ま
せ
ん
）

▼
搬
入
受
付
時
間

午
前
8
時
30
分
〜
11
時
30
分

　
午
後
1
時
〜
3
時
30
分

　
　
5
月
4
日
㈯
、5
日
㈰
は
閉
所
と

　
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

問　
（市）（市）
環
境
課（
清
掃
セ
ン
タ
ー
）

　
☎
8
3

☎
8
3ｰー

2
6
0
8

2
6
0
8　
　
　
　

ゴミ・
環境

大
掃
除
で
出
た
ゴ
ミ
は
直
接
搬
入
を

マイナ
ンバー

お知
らせ

呑
吐
ダ
ム
か
ら
の
お
知
ら
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
手
続
き
は
予
約
を

▲インターネット
予約はこちらから

　
　
　
　

▲ホームページ

三 木 市 保 育 協 会
就職フェアを開催

　
飼
い
主
に
は
、ペ
ッ
ト
が
そ
の
命
を
終
え

る
ま
で
適
切
に
飼
育
す
る「
終
生
飼
育
」の

責
任
が
あ
り
ま
す
。
大
切
な
家
族
の
一
員

と
し
て
最
後
ま
で
一
緒
に
過
ご
す
た
め
に
、

マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

▼
飼
う
前
に
考
え
ま
し
ょ
う

　
引
っ
越
し
の
可
能
性
が
あ
る
方
や
高

齢
の
方
は
、万
一
の
場
合
に
預
け
先
や

譲
渡
先
を
あ
ら
か
じ
め
確
保
す
る
な

ど
、十
分
に
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
正
し
く
飼
い
ま
し
ょ
う

　
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
適

切
な
し
つ
け
を
行
い
ま
し
ょ
う
。
鳴
き

声
や
庭
に
ふ
ん
尿
を
放
置
し
な
い
な
ど

の
気
配
り
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

▼
散
歩
の
と
き
に
は

　

散
歩
は
必
ず
首
輪
と
リ
ー
ド
を
つ

け
、他
人
の
駐
車
場
や
門
扉
に
ふ
ん
尿

を
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、

ふ
ん
は
必
ず
持
ち
帰
り
、尿
に
つ
い
て

も
水
で
流
す
、ペ
ッ
ト
シ
ー
ツ
で
吸
い

取
る
な
ど
の
処
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

問
（市）
生
活
安
全
課
生
活
安
全
係

ペット

犬
と
楽
し
く
暮
ら
す
た
め
に

　
経
験
豊
富
な
中
小
企
業
支
援
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
が
皆
さ
ん
の
悩
み
や
困
り
ご
と

を
じ
っ
く
り
と
聞
き
、個
々
の
ビ
ジ
ネ
ス

と
向
き
合
っ
た
サ
ポ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。

▼
対
象　
市
内
の
中
小
企
業
者
・
小
規
模

事
業
者
、創
業・
開
業
希
望
者
、農
業
6

次
産
業
化
を
め
ざ
す
農
家
・
農
業
法
人

な
ど

▼
支
援
内
容　

経
営
、も
の
づ
く
り
、販

路
開
拓
、資
金
繰
り
、労
務
、創
業
、事

業
承
継
、各
種
補
助
金
活
用
な
ど
の
支

援　
▼
相
談
日
時

火
〜
土
曜（
祝
日・年
末
年

始
除
く
）

午
前
9
時
〜
正
午
、午
後
1
時
〜
4
時
30
分

●
週
末
起
業・事
業
承
継
相
談
会

　

毎
月
第
2
土
曜
は
起
業
・
事
業
承
継

に
特
化
し
た
相
談
会（
個
別
相
談
）を
開

催
し
て
い
ま
す
。

▼
相
談
申
し
込
み
方
法

左
記
に
電
話
し

て
く
だ
さ
い
。

問・申
込  

三
木
市
中
小
企
業
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
（
サ
ン
ラ
イ
フ
三
木
2

階
）

　
　
　

☎
7
0ｰ

8
0
0
8

事業者
支援

中
小
企
業
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
ご
案
内

▲ホームページ
　はこちら

▲ホームページ
　はこちら

みっきぃナビみっきぃナビ

13 三木市役所・〒673－0492 上の丸町10-30・☎82－2000　吉川支所・〒673－1192 吉川町大沢412・☎72－0180　【開庁時間】平日午前8時30分～午後5時 12広報みき 2024.5


